
 

 

 

別葉 

縄文遺跡群ロゴマーク使用の申請窓口 

                                            

申請者の所在地 申請先 所在地 

北海道全域 

(下記地域を除く) 

北海道環境生活部文化局 

文化振興課縄文世界遺産推進室 

〒060-8588 北海道札幌市中央区北 3条西６丁目 

北海道函館市 函館市教育委員会生涯学習部 

文化財課 

〒040-8666 北海道函館市東雲町 4-13 

北海道千歳市 千歳市教育委員会 

埋蔵文化財センター 

〒066-0001 北海道千歳市長都 42-1 

北海道伊達市 伊達市教育委員会 

生涯学習課 

〒052-0024 北海道伊達市鹿島町 20-1 

北海道森町 森町教育委員会 

社会教育課  

〒049-2393 北海道茅部郡森町字御幸町 132 

北海道洞爺湖町 洞爺湖町教育委員会 

社会教育課 

〒049-5692 北海道虻田郡洞爺湖町栄町 58 

青森県青森市 青森市教育委員会事務局  

文化遺産課 

〒030-0152 青森市大字野沢字沢部 108-3 

縄文の学び舎・小牧野館２階 

青森県弘前市 弘前市教育委員会  

文化財課 

〒036-1393 弘前市大字賀田 1-1-1  

岩木総合庁舎 

青森県八戸市 八戸市埋蔵文化財センター 

是川縄文館 

〒031-0023 八戸市是川字横山 1 

青森県つがる市 つがる市教育委員会 

文化財課  

〒038-3138 つがる市木造若緑 52 

青森県外ヶ浜町 外ヶ浜町教育委員会 

社会教育課 

〒030-1393 外ヶ浜町字蟹田高銅屋 44-2 

青森県七戸町 七戸町教育委員会 

生涯学習課 

〒039-2592 七戸町字七戸 31-2 

岩手県全域 

(下記地域を除く) 

岩手県文化スポーツ部 

文化振興課 

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10番 1号 

岩手県一戸町 一戸町教育委員会 

世界遺産課 

〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢

24-9  

秋田県全域 

(下記地域を除く) 

秋田県教育庁 

生涯学習課文化財保護室 

〒010-8580 秋田県秋田市山王 3丁目１－１ 

秋田県鹿角市 鹿角市教育委員会 

大湯ストーンサークル館 

〒018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯万座 45 

秋田県北秋田市 北秋田市観光文化スポーツ部 

文化スポーツ課世界遺産係 

〒018-3312 北秋田市花園町 15-1 

北秋田市役所第二庁舎 

上記地域以外の 

全域及び※２の

場合 

縄文遺跡群世界遺産事務局 

(三内丸山遺跡センター世界文化

遺産課内) 

〒038-0031 青森県青森市三内字丸山 305 

 

※１ 様式第１号（縄文遺跡群ロゴマーク使用承認申請書）は、申請者の所在地に対応した

申請先に提出してください。 

※２ 縄文遺跡群ロゴマーク使用基準第 2条但し書きに定める「形状表現」に該当する場合

は、縄文遺跡群世界遺産事務局に申請書類を提出してください。 


